
入札募集情報 

令和２年９月１５日公告 

物 件 番 号 教育管理第６０号 

物 件 名 学校園手洗い場等自動水栓購入（揖保川・御津地区） 

納 入 場 所 たつの市揖保川町新在家地内 外 

納 入 期 限 令和２年１２月２５日（金） 

担 当 課 たつの市教育委員会事務局教育管理部教育環境整備課 

概 要 

自動水栓の購入・取付及び既存水栓の撤去・処分 

 半田小学校：電源式５個、乾電池式壁付１７個・台付１３個 

 神部小学校：電源式３個、乾電池式壁付１５個・台付８個 

 河内小学校：乾電池式壁付１５個・台付１１個 

御津小学校：電源式４個、乾電池式壁付２５個・台付１４個 

室津小学校：乾電池式壁付１２個・台付８個 

揖保川中学校：電源式４個、乾電池式壁付１５個・台付２個 

御津中学校：乾電池式壁付９個・台付１３個 

半田幼稚園：乾電池式壁付２個・台付３個 

河内幼稚園：乾電池式壁付７個 

神部こども園：電源式１個、乾電池式壁付４個 

御津北こども園：乾電池式壁付８個・台付２個 

御津南こども園：乾電池式台付３個 

※ 詳細は仕様書のとおり 

入札参加資格 

（全項目に該当する者） 

① 登録要件 

・ 令和２年８月末時点で、たつの市入札参加資格者名簿（物品、

役務）に登録されている者 

② 住所要件 

 ・ たつの市内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者 

③ 入札に関する要件 

 ・ 本件の落札者は、「教育管理第６１号 学校園手洗い場等自動

水栓購入（新宮地区）」、「教育管理第６２号 学校園手洗い場

等自動水栓購入（龍野東地区）」及び「た社教物第７号 社会教

育施設等自動水栓購入」の入札を辞退すること。 

④ その他 

 ・ 公告日から開札日までの間、たつの市又は兵庫県から指名停止

を受けていない者 

 ・ 地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の４に規定

する入札参加者の資格制限に該当しない者 

 ・ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始



の申立て及び民事再生法（平成 11 年法律第 225号）に基づく再

生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申

立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更

生又は再生計画の認可を受けた者はこの限りではない。 

 ・ たつの市契約等から暴力団等を排除する措置に関する要綱（平

成 24 年告示第１号）第３条に規定する入札参加排除措置を受け

ていないこと。 

入 札 方 法 郵便方式（開札後に入札参加資格の審査を行う。） 

入札に関する質問 

期限 令和２年９月２３日（水）午後５時まで 

方法 

質問書（様式任意）により、たつの市教育委員会事務局教育

管理部教育環境整備課へ 

メール送信（kyoikukankyo@city.tatsuno.lg.jp） 

質問に対する回答 
期日 令和２年９月２５日（金） 

方法 たつの市ホームページ（入札・契約情報）で公表 

入札書等の提出 

期限 令和２年１０月１日（木）午後５時必着 

場所 たつの市教育委員会事務局教育管理部教育環境整備課 

書類 

・ 入札書（任意の封筒に封入封かんのこと） 

・ 内訳書（機器仕様、施設別の内訳金額(電源式・乾電池式

の単価、取付作業費等)が把握できる書類 任意様式） 

方法 入札書類は必ず郵送すること。（配達証明） 

入札（開札） 

① 日時 令和２年１０月２日（金）午後２時（予定） 

② 場所 たつの市役所分庁舎２階 第３会議室 

③ 立会（任意） 代表者又は立会人（委任状及び受任者印を持参し

た者は立会人となることができる。） 

最低制限価格 設定しない。 

保 証 金 
入札保証金／免除 

契約保証金／無 

支 払 条 件 

前 金 払／無（有の場合は、工事請負額の 40％以内） 

中間前金払／無（有の場合は、工事請負額の 20％以内） 

部 分 払／無 

中間前金払と部分払の選択該当工事の別／無 

現 場 説 明 会 無 

注 意 事 項 

① 関係法令等、入札に関する条件を熟知の上、入札に参加のこと。 

② 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたに

もかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったとき

は、指名停止の対象となる。 

③ 指定の様式は、たつの市ホームページからダウンロードの上、作



成のこと。 

 


